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第１章 総則 

 

（趣旨） 

第１条 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号。以下「法」という。）

の施行については、法、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令（平成13年政令第 250

号。以下「政令」という。）及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則（平成13年

国土交通省令第 115号。以下「単独省令」という。）及び国土交通省令・厚生労働省令関係

高齢者の居住の安定確保に関する施行規則（平成23年厚生労働省国土交通省令第２号。以下

「共同省令」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱の用語の意義は、法、政令、単独省令及び共同省令の定めるところによる。 

 

第２章 サービス付き高齢者向け住宅事業の登録等 

 

（サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請書等の審査等） 

第３条 法の施行に関して地方局長に提出される申請書、届出書、報告書その他の書類（以下

「登録申請書等」という。）の提出先は、地方局建設部建築指導課とする。 

２ 登録申請書等に係る内容審査、指導、助言若しくは指示又は立入検査は、地方局健康福祉

環境部地域福祉課及び建設部建築指導課において行う。 

 

（登録申請書の添付書類） 

第４条 共同省令第７条第６号に規定する知事が必要と認める書類は、次の各号に掲げる書類

とする。ただし、既に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨

を記載して当該書類の添付を省略することができる。 

（１）賃貸借契約に関する重要事項説明書（案を含む） 

（２）当該高齢者向け住宅に関する入居案内パンフレット（案を含む） 

（３）各居室の床面積計算式（壁芯による計算）〔居室内の台所、便所、収納設備、洗面所

及び浴室を除いた床面積を含む〕 

（４）建築確認検査済証の写し 

（５）建築物が建築中の場合は、建築確認済証の写し 

（６）サービス付き高齢者向け住宅に係る入居契約のチェックリスト 

（７）個人情報利用の同意書（入居者の個人情報を使用、提供又は収集する場合の利用目的等

に係る同意） 

（８）苦情処理体制表 

（９）防災体制表（避難経路、緊急連絡網等） 

（１０）施設職員配置計画（勤務表等） 

（１１）有料老人ホーム情報開示一覧表（有料老人ホームに該当する施設の場合） 

（１２）役員の住民票 

２ 必要に応じて前項以外の書類の添付を求めることができる。 

 

（登録申請書の審査） 

第５条 地方局長は、法第５条第１項又は第２項の登録の申請があったときは、次の事項を審

査、確認する。 

（１）前条の規定により提出された書類（以下「提出書類」という。）に形式上の不備がない

こと 

（２）提出書類に記載すべき事項の記載が不十分でないこと 



（３）提出書類に記載された内容が法第７条第１項に規定する登録の基準に適合しているこ

と 

（４）提出書類に記載された内容に虚偽がないこと 

２ 法第７条第１項第１号及び共同省令第８条に規定する各戸の床面積、法第７条第１項第２

号及び共同省令第９条に規定する構造及び設備等の基準は、知事が別に定めるものとする。 

 

（登録の実施） 

第６条 法第７条第２項に規定する登録簿は、サービス付き高齢者向け住宅事業登録簿（様式

第１号）によるものとする。 

 

（登録の通知） 

第７条 地方局長は、法第７条第３項のサービス付き高齢者向け住宅の登録をしたときの通知

（法第５条第２項の登録の更新申請に係るものを含む。）は、サービス付き高齢者向け住宅

に係る登録通知書（様式第２号）により行うものとする。 

 

（登録の申請が基準に適合しないと認める旨の通知） 

第８条 地方局長は、法第５条第１項又は第２項の登録の申請が、当該申請書の記載によって

は法第７条第１項各号に掲げる基準に適合するかどうかを決定することができない正当な

理由があるときは、行政手続法（平成５年法律第88号）第７条の規定により、速やかにその

旨及びその理由を記載した通知書（様式第３号）により当該申請をした者に交付し、相当の

期間を定めて当該申請の補正を求めなければならない。 

２ 法第７条第４項のサービス付き高齢者向け住宅の登録の申請が法第７条第１項の基準に

適合しないと認めるときの通知は、サービス付き高齢者向け住宅の登録の申請が基準に適合

しないと認める旨の通知書（様式第４号）により行うものとする。 

 

（市町の長への通知） 

第９条 法第７条第５項のサービス付き高齢者向け住宅の登録をした旨の市町の長への通知

は、サービス付き高齢者向け住宅の登録を行った旨の通知書（様式第５号）により行うもの

とする。 

２ 法第９条第４項（法第11条第４項において準用する場合を含む。）のサービス付き高齢者

向け住宅の変更の登録をしたときの市町の長への通知は、サービス付き高齢者向け住宅の変

更登録を行った旨の通知書（様式第６号）により行うものとする。 

３ 法第13条第２項のサービス付き高齢者向け住宅の登録を抹消したときの市町の長への通

知は、サービス付き高齢者向け住宅の登録の抹消を行った旨の通知書（様式第７号）により

行うものとする。 

 

（登録の拒否の通知） 

第10条 法第８条第２項のサービス付き高齢者向け住宅の登録を拒否したときの通知は、サー

ビス付き高齢者向け住宅の登録を拒否した旨の通知書（様式第８号）により行うものとする。 

 

（廃業等に関する届出） 

第11条 法第12条第１項又は第２項に規定する廃業等に関する届出は、サービス付き高齢者向

け住宅事業に係る廃業等に関する届出書（様式第９号）に、サービス付き高齢者向け住宅に

係る登録通知書（様式第２号）を添えて行わなければならない。 

 

（登録の抹消の申請） 

第12条 法第13条第１項第１号に規定する登録の抹消の申請は、サービス付き高齢者向け住宅



事業の登録抹消申請書（様式第10号）に、サービス付き高齢者向け住宅に係る登録通知書（様

式第２号）を添えて行わなければならない。 

 

（登録の抹消の通知） 

第13条 法第13条第１項第１号の登録事業者からの登録の抹消の申請を受理したとき又は同

項第２号に基づき法第５条第２項若しくは第12条第３項の規定により登録が効力を失った

ときの当該登録事業者等への通知は、サービス付き高齢者向け住宅の登録を抹消した旨の通

知書（様式第11号）により行うものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第14条 法第６条第１項に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の申請（更新の登

録の申請を含む。）若しくは法第13条第１項第１号に規定する登録の抹消に係る申請又は登

録事項の訂正の申請を行った者は、当該申請に係る通知書、指定書又は認可書の交付を受け

る前に当該申請を取下げる場合は、申請取下届出書（様式第12号）により地方局長に届け出

なければならない。 

 

（報告の徴収） 

第15条 法第24条第１項に規定する報告は、登録業務に関する報告書（様式第13号の１）によ

り行うものとする。 

２ 登録事業者は、毎年５月31日までに、前年度の３月末日（以下「基準日」という。）にお

けるサービス付き高齢者向け住宅の管理状況について、登録業務に関する報告書（様式第13

号の１）を作成し、地方局長に報告しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この

限りでない。 

（１）法第５条第４項の有効期間の満了の日の属する年度が基準日の属する年度と同一年度で

あるとき。 

（２）法第６条第１項第13号の入居開始時期として定める日の属する年度が基準日の属する年

度と同一年度であるとき。 

（３）法第７条第３項の登録の通知の日の属する年度が基準日の属する年度と同一年度である

とき。 

 

（立入検査） 

第15条の２ 地方局長は、法第24条の規定に基づき、前条に規定する報告内容に疑義がある場

合等、必要に応じ、職員に、登録事業者若しくは管理等受託者の事務所若しくは登録住宅に

立ち入り、検査させ、質問させることができる。 

２ 法第24条第３項に規定する証明書は、身分証明書（様式第13号の２）によるものとする。 

 

（指示） 

第16条 法第24条第１項の報告、立入検査（以下報告等という。）により登録事項等が事実と

異なることを確認したときは、地方局長は、法第25条第１項に基づき、当該事項の訂正を申

請すべきことの指示書（様式第14号）により指示を行うものとする。 

２ 法第24条第１項の報告等により、登録事業が法第７条第１項各号に掲げる基準に適合しな

いことを確認したときは、地方局長は、法第25条第２項に基づき、当該基準に適合させるた

めに必要な措置をとるべきことの指示書（様式第15号）により指示を行うものとする。 

３ 法第24条第１項の報告等により、登録事業が法第15条から第19条までの規定に違反し、又

は法第20条の共同省令で定める事項を遵守していないことを確認したときは、地方局長は、

法第25条第３項に基づき、違反事項の是正の指示書（様式第16号）により指示を行うものと

する。 



 

（登録の取消し） 

第17条 前条の指示書に記載する期限までに、登録事業者等から必要な訂正若しくは是正措置

を行った旨の報告が無いとき又は登録事業者等が当該指示に従わないときは、地方局長は、

法第26条第２項第２号の規定により登録事業の取消しを行うものとする。 

２ 法第26条第３項の登録の取消しの通知は、サービス付き高齢者向け住宅の登録の取消しを

した旨の通知書（様式第17号）により行うものとする。 

 

（同居する者の基準） 

第18条 共同省令第３条第２号に規定する知事が認める者は、次の各号のいずれかに該当する

者とする。 

（１）入居する高齢者（身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、か

つ、居宅においてこれを受けることが可能な者に限る。）の介護を行う者 

（２）入居する高齢者の扶養親族（所得税法（昭和40年法律第33号）第２条第１項第34号に規

定する扶養親族をいう。）で、かつ、児童福祉法（昭和22年法律第 164号）第４条に規定

する児童である者 

（３）その他知事が、前２号と同等と特に認める者 

 

第３章 終身建物賃貸借 

 

（事業の認可） 

第19条 知事は、法第52条に規定する事業について、法第53条第１項に規定する認可の申請が

あった場合において、法第54条に定める基準に適合すると認められるときは、当該事業の認

可をするものとする。 

 

（事業の変更） 

第20条 法第56条第１項に規定する事業の変更認可を申請しようとする者は、終身賃貸事業変

更認可申請書（様式第18号）により行うものとする。 

２ 前条の規定は、前項の場合について準用する。 

３ 認可事業者は、省令第38条に規定する軽微な変更をしようとするときは、終身賃貸事業変

更届出書（様式第19号）を知事に提出するものとする。 

 

（解約の申入れ） 

第21条 法第58条第１項に規定する終身建物賃貸借の解約の申入れの承認を申請しようとす

る者は、終身建物賃貸借解約申入れ承認申請書（様式第20号）により行うものとする。 

２ 知事は、前項の承認申請があった場合において、その内容を適当と認めたときは、当該申

請の承認をするものとし、速やかに申請者に通知するものとする。 

 

（地位の承継） 

第22条 法第67条第２項に規定する地位の承継の届け出をしようとする者は、終身賃貸事業地

位承継届出書（様式第21号）により行うものとする。 

２ 法第67条第３項に規定する地位の承継の承認を受けようとする者は、終身賃貸事業地位承

継承認申請書（様式第22号）により行うものとする。 

３ 知事は、前項の承認申請があった場合において、その内容を適当と認めたときは、当該申

請の承認をするものとし、速やかに申請者に通知するものとする。 

 

（事業の廃止） 



第23条 法第70条第１項に規定する事業の廃止の届け出をしようとする者は、終身賃貸事業廃

止届出書（様式第23号）により行うものとする。 

 

第４章 雑則 

 

（補則） 

第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。 

 

 

附 則 

１ この要綱は、平成13年８月30日から適用する。 

２ 愛媛県高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱（平成12年 ３月17日付け建第 278号愛媛県土木

部長通知）は、廃止する。 

 

附 則 

改正後の要綱は、平成13年11月16日から適用する。 

 

附 則 

改正後の要綱は、平成18年５月１日から適用する。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成19年11月６日から施行する。 

２ 前項の施行の日までに、供給計画の認定を受けた高齢者向け優良賃貸住宅又は事業に

着手した高齢者向け優良賃貸住宅については、平成19年11月６日付け19建第5378号愛媛

県土木部長通知により改正される前の愛媛県高齢者の居住の安定確保に関する制度要綱

の適用を受けることができる。 

 

附 則 

改正後の要綱は、平成21年11月19日から適用する。 

 

附 則 

改正後の要綱は、平成22年３月29日から適用する。 

 

附 則 

改正後の要綱は、平成23年10月20日から適用する。 

 

附 則 

改正後の要綱は、平成26年３月31日から適用する。 

 

附 則 

改正後の要綱は、平成27年４月１日から適用する。 

 

附 則 

改正後の要綱は、平成28年４月１日から適用する。 

 

附 則 

改正後の要綱は、平成30年９月10日から適用する。 



 

附 則 

改正後の要綱は、令和４年９月１日から適用する。 


